
４月２８日（木）、さいたま地裁に「年金

引き下げは違憲」と訴状を提出しました。こ

の行動には、弁護団事務局長の斉藤耕平弁護

士、年金者組合からは県本部年金裁判推進委

員会のメンバーと原告を代表して山本利昭さ

ん（鷲宮）、佐藤 勤さん

（鴻巣）、齊藤 健さん

（熊谷）、田中一弘さん

（川越）、小浦親二さん

（浦和）、鈴木茂三さん

（飯能）、森茂次郎さん

（新座）が参加しました。

自治労連会館で打ち合わ

せをした後、雨の中さいた

ま地方裁判所に向かいまし

た。１０時１０分、斉藤弁

護士から「事務局に訴状を

提出しました」という報告

を受けました。受理された

段階で、東京高裁に送られている「取消訴訟」

の取下げを行います。第１回目の口頭弁論は、

６月下旬から７月に行われるのではないかと

いうのが斉藤弁護士から話された今後の見通

しです。

各支部に「訴状」を支部役員数送ります

（原告には一人１部）。届いたら、各支部で

は学習を行い、この裁判で何が争点になって

いるのかを掴み、組合員はもとより周りの人

に１００万署名や裁判費用のカンパを訴えて

いきましょう。

首都圏の東京都、神奈川県、千葉県は裁判

カンパの目標を達成しました。埼玉県本部は

まだ７０％に届いていません。あと１５０万

円ほど残っています。カンパ袋が全組合員に

届いているでしょうか。カンパをまだしてい

ない人はもとより、一度したという人にも積

極的に訴えていきましょう。
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訴状をさいたま地裁に提出

第１回口頭弁論は６月下
旬から７月にかけてか？

さいたま地裁に訴状
を提出した埼玉原告
団＝4月28日、さい
たま地方裁判所前

「訴状」の学習会を行おう

◆「支える会」結成集会

期日：５月２４日（火）１３：３０～

会場：与野本町コミュニティーセンター

参加：①２００人以上の支部は２人以上

②２００人未満の支部は１人以上

③原告、推進委員、県本部役員

◆原告に「陳述書・メモ書き」を送ります。

※2013年10月支給分以降、2016年3月分まで

の年金支給額の支給日と額を年金事務所に

行ってもらってください。


